
（様式第１号）         

 ■ 会議録  □ 会議要旨

会議の名称 令和６年度第１回芦屋市交通安全対策委員会 

日   時 令和７年１月２８日（火） 午後１：３０～午後３：３０ 

場   所 芦屋市役所 東館３階 災害対策本部室（中会議室） 

出  席  者 委 員 長  足立 覚 

副委員長  吉泉 里志 

委  員  三谷 哲雄、鞍田 反省、岡村 和代、小川 智瑞子 

三﨑 英誉、柴田 陽子、濱田 康男、石濱 晃生 

欠席委員  細谷 倫子、片岡 篤、濵田 理 

事 務 局 道路・公園課 係長 篠崎 紘志 

       課員 松岡 秀和、梅林 健祐、山本 侑乃 

会議の公開  ■ 公開 

□ 非公開    □ 一部公開 

会議の冒頭に諮り、出席者全員の賛成により決定した。 
〔芦屋市情報公開条例第19条の規定により非公開・一部公開は出席者の３分の２以上の

賛成が必要〕 

＜非公開・一部公開とした場合の理由＞ 

傍 聴 者 数 ０人 

１ 会議次第 

 (1) 開 会 

 (2) 議 題 

  ア 第10次芦屋市交通安全計画（改定）の目標および達成状況について 

  イ 第10次芦屋市交通安全計画（改定）の重点施策整理表について 

 (3) その他 

 (4) 閉 会 

２ 提出資料 

(1) 次第 

(2) 委員名簿 

(3) 芦屋市交通安全対策委員会設置要綱 

(4) 第10次芦屋市交通安全計画（改定）概要版 

(5) 資料１：第10次芦屋市交通安全計画（改定）の目標および達成状況 

(6) 資料２：重点施策整理表の評価一覧表 

(7) 資料３：第10次芦屋市交通安全計画（改定）の重点施策整理表 

(8) 資料４：目標別実施内容一覧表 

(9) 資料５：第10次芦屋市交通安全計画（改定）取組内容および達成状況について 

(10) 当日資料１：青矢羽根チラシ（クルマを運転される方へ） 

(11) 当日資料２：青矢羽根チラシ（自転車を運転される方へ）  

３ 審議内容 

事務局／松岡： ただいまより令和６年度第１回芦屋市交通安全対策委員会を開催します。



本日はお忙しい中、本委員会にご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。私は事務局の道路・公園課、松岡と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

＜配布資料の説明から委員の異動、委嘱及び紹介まで省略＞ 

それでは、これより議事に入りますので、本日の会議の進行を足立委員長

にお願いします。 

足立委員長： 本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そ

れでは、次第に沿って議事を進めてまいります。まず会議の成立について、

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局／松岡： 本日の芦屋市交通安全対策委員会の出席状況ですが、委員定数 13名中 10

名が出席しております。芦屋市交通安全対策委員会設置要綱第６条第２項の

規定に基づき、委員全体の過半数の出席がありますので会議は成立しており

ます。 

足立委員長： この委員会が成立していることを確認いたしました。それでは、会議及び

議事録の公開について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局／松岡： 本委員会は、芦屋市情報公開条例第 19条の規定に基づき原則公開となり

ます。そのため、会議における発言内容、発言者のお名前は、後日、議事録

として市のホームページ等に公開されることをご了承いただきますようお願

い申し上げます。 

足立委員長： それでは内容に入っていきたいと思います。まずは事務局より次第の議題

（１）及び（２）について、まとめて説明をお願いいたします。 

事務局／松岡： 事務局より、議題に入る前に本日の会議の確認事項について説明をさせて

いただきます。本日の会議の確認事項は２点ございます。 

まず１点目が、計画の進捗管理になります。詳細は後ほど説明させていただ

きますが、計画改定後の令和３年度から５年度までの取組について確認をお願

いします。 

次に２点目が、今後の取組についてです。進捗を確認いただいた後、今後の

取組について確認をお願いします。 

本日の会議では、何かを決定するということではなく、委員の皆さまで意見

交換や情報共有をしていただきたいと思います。 

続きまして、議題（１）第 10次芦屋市交通安全計画（改定）の目標およ

び達成状況について、議題（２）第 10次芦屋市交通安全計画（改定）の重

点施策整理表について及び配付資料について説明させていただきます。 

右上に資料１と書いた資料をご用意ください。こちらは左側に第 10次計

画の目標とその達成状況、右側に改定後の計画目標とその達成状況を記載し

ております。第 10次計画で 10個ありました目標については、計画改定時に

７個を引継ぎ、改定後の計画目標としました。また、同じ目標については件

数の推移が確認できるように、同じ行に記載しております。 

続きまして、目標の達成状況について説明します。右側の改定後の目標①

令和７年までに年間の交通事故死者数を０人にする。こちらは令和４年に１

件、令和６年に２件発生しております。次に②令和７年までに年間の交通事

故死傷者数を 300 人以下にする。こちらは令和５年に目標を下回り、令和６

年についても目標を達成しております。次に、③令和７年までに市内の高齢



者の交通事故死傷者数を 15人以下にする。こちらは改定後、一度も目標を

達成した年がなく、重点的な対策が必要な目標になります。次に、④令和７

年までに市内の子どもの交通事故死傷者数を 14人以下にする。こちらは令

和５年には達成しておりましたが、令和６年は未達成となりました。次に、

⑤市内の自転車が関わる事故件数を令和７年までに 82件以下とする。こち

らも④と同様、令和５年には達成しましたが、令和６年は未達成となりまし

た。次に、⑥令和７年度までに市内の自転車利用者賠償責任保険加入者割合

を 100％にする。こちらは兵庫県のアンケート調査を評価基準としておりま

したが、令和３年度を最後にアンケートが廃止されたため評価不可としてお

ります。ただし、交通安全教室や街頭啓発では自転車利用者の賠償責任保険

加入促進に向けた取組は現在も引き続き実施しております。最後に、⑦交通

安全計画期間の踏切事故件数を０件とする。こちらは改定後の踏切事故は０

件であり、現時点では達成しております。 

次の資料の説明に移ります。資料２、重点施策整理表の評価一覧表と資料

３、第 10次芦屋市交通安全計画（改定）の重点施策整理表をご用意くださ

い。まずは資料２をご覧ください。先ほど説明いたしました目標を達成する

ために、計画改定時に資料２に記載のとおり左側７つの柱を（１）から

（７）まで設定し、それらに紐づく形で柱ごとの重点施策を整理しました。 

次に資料３をご覧ください。こちらは、実際に所管で取り組んでいる実施

内容 48項目がどの重点施策に対応するかを整理した資料です。 

また、各実施内容の評価についてもこちらの表で行います。 

次に資料４を説明しますが、資料１と資料３も併せてご覧ください。資料

４の表は、先ほどの資料３の評価を資料１の目的別に集計した表になりま

す。資料３と資料４では、第 10次計画と比較し、今回評価が良くなったも

のを青色、悪くなったものを赤色で色づけしております。資料４において評

価が良くなった項目が多いほど目標の達成に近づいており、評価が悪くなっ

た項目が多いほど目標の達成から遠ざかっているという想定で進捗管理を進

めております。 

最後になりますが、資料５、第 10次芦屋市交通安全計画（改定）取組内

容及び達成状況をご用意ください。こちらの資料については、各所管に回答

いただいた令和３年度から令和５年度までの取組状況とその自己評価です。

こちらの資料については、記載内容を先ほどの資料３の重点施策整理表に落

とし込んではおりますが、より詳細な所管の取組や自己評価を確認される際

にお使いいただくための参考資料としてご用意しております。各資料の確認

方法や関係性については以上となります。 

続きまして、資料３、重点施策整理表についてです。今回、計画改定後、

初めて進捗の確認と評価を行いました。その結果、計画策定時に想定してい

た効果検証が難しい項目がありましたので、事務局より抜粋して２つの項目

を説明させていただきます。資料の２ページ目をご覧ください。 

１つ目が、№17交通安全教室についてです。こちらは計画策定時には小学

校区ごとに交通事故の件数を抽出し、発生傾向を確認して評価を行う予定で

した。しかし、右側の課題にも記載させていただいているとおり、警察庁が

公表しているオープンデータカタログで確認したところ、年齢区分が 25歳

未満で一括りの情報だったため、想定していた検証方法による検証が困難で

した。そのため、今後はこちらの課題に記載した方法で検証、評価すること

を検討しております。また、現時点での評価については、データを利用した

定量的な検証が困難であることから、実際の交通安全教室の内容について定

性的な評価を行い、その評価を記載しております。このため、ほかの項目も

含めて想定していた効果検証が実施できず、定性的な内容で評価を行った結

果、評価が良くなり、青色で色づけされた項目が複数あります。 

続きまして、４ページをご覧ください。№32、自転車ネットワーク計画に



基づいた整備に関する関係機関との協議をご覧ください。こちらの自転車ネ

ットワーク計画は、平成 30年 10 月に策定されておりますが、具体的な対策

が未実施だったため、対策の実施後に改めて評価をするということを第 10

次計画の評価に記載しておりました。その後、右端の評価理由に記載のとお

り、令和４年２月に芦屋中央線、稲荷山線に矢羽根型路面標示を設置したた

め、今回評価を試みました。しかし、現時点では検証用のデータが十分にそ

ろっておらず、矢羽根型路面標示の周辺で起こった事故についても精査がで

きていないため、評価不可としております。今後は課題に記載のとおり、事

故の発生箇所を詳細に確認し、個別の事故について精査を進めます。また、

矢羽根型路面標示の整備に関して、整備のみで終わらず、その使い方や、自

転車における交通ルールの啓発にも取り組んでおります。 

１つ例を挙げますと、今年度の取組内容ですが、本日配付した赤色と青色

のチラシを兵庫国道事務所と警察と共同で作成し、市内の学校園やそのほか

公共施設にて配布いたしました。また現在、髙島市長が出演する啓発動画も

作成中です。 

続きまして、資料１と４をご用意ください。先ほど資料４の説明で、目標

ごとの評価に青色が多いと目標達成に近づいており、赤色が多いと目標から

遠ざかっていると説明しました。しかし、資料４の２ページ目から③、④、

⑤の目標を見ていただくと、青色の評価が多くありますが、３つとも未達成

という状況です。計画の改定時に各取組の評価について、できる限りデータ

を活用した効果検証を行い定量的に評価することを進めてきました。しか

し、今回初めて効果検証を行う中で、データによる検証が困難な項目が幾つ

かあり、それらを定性的な内容で評価をしたため、第 10次計画と比べて相

対的に高い評価となり、資料４では青色の評価が多いが、目標達成には至ら

なかったと考えております。 

最後に資料４の目標③高齢者の交通事故死傷者数を減らす取組についてで

す。出前講座をはじめシルバー人材センターでの講話や、待ち受け型安全教

育など、一つ一つは充実した内容で実施できていると考えておりますが、実

際に高齢者の交通事故を減少させるという結果には至っておりません。その

ため、高齢者の交通事故を減らすための新しい取組や、今までの取組内容の

改善について、委員の皆さまから何かお気づきの部分がありましたら、ご意

見を頂戴できればと考えております。 

足立委員長： それでは、議題（１）、（２）を併せて説明いただきましたが、何かご意見

や、こういったことを教えてほしいということがあれば挙手をお願いいたし

ます。たくさんの資料で、説明が多岐にわたるような形だったので、何か気

づいた点とかあればご意見いただければと思います。 

柴 田 委 員： 課題認識としても十分されている③の高齢者の死亡のところが大変だとい

うような説明をいただきました。資料１の平成 28年からの数字をずっと載

せていただいている中では、長い目で見たら減少傾向だと思います。この高

齢者は 65歳以上ということですか。 

事務局／松岡： そのとおりです。 

柴 田 委 員： 高齢者の方が増えてきていると思いますので、率としては減っていると感

じています。取組として説明いただいた、資料４の、改善しているかのよう

な評価になったというのは、やはりハード整備、ソフト整備とも数字の実績

に挙げるのは難しい要因があるのかと思いました。県下とか、他でもされて

いて、何か特段効果的だというようなものがもしあるのであれば、参考にし

たらどうかと思います。これが効果的だということは私のほうから出ないで



すが、皆さんされているような啓発活動や、そのほか③のところに○がつい

ているハード整備を見ても、されているのだろうなと思います。特段、芦屋

市が高いとかいうわけではなく、ほかの自治体ですとか、この阪神間でこう

した交通状況、似通ったところでは大体同じような状況にあるのでしょう

か。 

事務局／松岡： プロジェクターに資料を出させていただきます。こちらの資料が高齢者の

交通事故の統計になります。芦屋市の過去５年分と、比較のため東灘区、西

宮市、兵庫県を令和５年のみ表示しております。第一当事者が高齢者のケー

スですが、芦屋市の場合、高齢化率がほかの自治体に比べて高いため、高齢

者の人口当たりの第一当事者の人数も高くなります。しかし、兵庫県と比較

すると１％程度しか高齢化率に差はないが、高齢者が第一当事者になる事故

が兵庫県は 22.6％、芦屋市は 25.8％と高齢化率の差以上に多いということ

が分かります。次に、第二当事者が高齢者のケースです。兵庫県が 18.3％に

対して芦屋市は 13.3％。このため、市内では高齢者が交通事故の被害者とな

る割合が兵庫県と比較し低いと言えます。今後、こういった統計データや内

容を踏まえ、高齢者の事故を減らす効果的な対策を進める必要があると事務

局も把握しております。 

柴 田 委 員： ありがとうございました。 

吉泉副委員長： 実際に他市のどのような取組と比較するか、というところまで、情報はま

だ持ち合わせておりません。しかし、交通安全教室は毎年実施していく中

で、その取り組んだことがすぐに事故防止の結果として数字で現れるかとい

うと、啓発の分野は難しいと思います。芦屋市ではシルバー人材センターの

高齢者の方々に対する交通安全教室や、出前講座がある場合はそちらでお話

をさせていただいています。また、交通安全協会で、高齢者の方々に対して

取り組んでいるという状況があるので、例えば交通安全協会、岡村委員から

少し内容をご説明いただけたらと思います。より広く市民の人に知れ渡るに

はどうしたらいいか、その辺りのご意見もお聞きできたらと思います。 

岡 村 委 員： コロナのため中止の期間はありましたが、高齢者の対策を東灘区と灘区、

芦屋市の３者合同で、東灘区の教習所で取り組んでおります。また今年が芦

屋市の当番になっておりまして、今のところ４月の下旬に実施予定です。今

回は芦屋交通安全協会の役員等が出まして、自転車シミュレーターを持参し

ます。こういった対策を去年から再開しました。もし協力いただけるのであ

れば、いろいろな団体の方に何人か芦屋の方を募っていただいて、一緒に教

習所に行っていただけたらと思います。他はシルバー人材センターで、それ

もシミュレーターを持参し、高齢者交通安全教育隊（ＳＴＵＳ）です、そう

いう対策もしております。また、喜楽苑等の老人福祉施設にも行かせていた

だいて、安全教室もやっています。こちらが、高齢者を中心に力を入れた取

組です。以上です。 

足立委員長： そういった施設にも行かれて、高齢者の方にも啓発をするということもさ

れてるということですね。 

岡 村 委 員： はい。 

三 谷 委 員： 確認したいのですが、自転車のシミュレーターを使った安全な乗り方の練

習や、危険な状況の確認とかをされていると思います。そのことが芦屋市で



実際に起こっている高齢者の自転車の事故とリンクしているかどうかが大事

で、実際に事故がここで起こっています、ということを知らせつつ、それを

防ぐにはどうすればいいか。要するに、その内容の改変といいますか、工夫

というのも必要ではないかなと思います。その意味でいうと、実際自転車の

どういった訓練をしているのか、と実際事故でどういった高齢者の、自転車

事故が起こっているのかとをすり合わせれば、その内容が正しいかどうか分

かります。そんな取組も、今日この場でやる必要はないと思いますが、実際

に市役所と連携しながら、そういった内容の工夫も今後やっていただける

と、より効果的な取組になると思います。 

岡 村 委 員： 啓発は警察と一緒に行っており、何日にこんな事故がありましたと、警察

から説明していただいております。高齢者交通安全教育隊（ＳＴＵＳ）もあ

りますので、自転車だけではなく実際に歩く、そういうのも今やっていま

す。 

三 谷 委 員： しかし、この達成度です。これは結局その教育をやっているだけで終わっ

ているような気がしています。一体どうすればいいかがその結果から読めな

い状況にはなっており、そこは現場のご苦労があると思います。 

岡 村 委 員： いろいろな意見は出ています。例えば国道 43号。すごく長くて高齢者の

人が渡りづらいから、そこに休憩所を置くとかいう意見もあります。色々な

意見はありますが、それを達成するにはいろんな問題があると思います。課

題は皆さまに言っていただいて、そこが達成できるかどうかいうことは今実

際やっているところです。 

三 谷 委 員： そうすると、ここから先の話は、交通事故のより詳細な分析が必要になっ

てくるような気がします。芦屋市内で高齢者のどんな事故が具体的に起こっ

ているのか、その分析が必要なのかと思います。安全教育の中で、警察から

あんな事故やこんな事故がありましたと言うと、その場所ではそのような事

故が偶然起こったのではないかと思われてしまう。そうではなく、芦屋市内

全域のマクロ的な分析も合わせて、芦屋市全体として見ても、高齢者の事故

が３割あるということを示すとか、教育の際の出だしのつかみの部分の工夫

などがやはり大事だと思いました。 

岡 村 委 員： 啓発のときにそういうのを言ったほうがいいですよね。啓発でも気をつけ

て、そこはやっていきます。 

足立委員長： そうですね、高齢者の方も自分は大丈夫と思っている傾向があります。 

三 谷 委 員： 思っている方もいらっしゃる。 

足立委員長： 言われているように、例えば出会い頭の事故がこれだけあって、何割を占

めていて、その中で高齢者がこれだけあります。だからそういう注意が必要

ですよということをお伝えして、そういったところに自分事になってほしい

ということですね。 

そういうことができれば、もう少しその人も考えて行動してもらえるし、

そういうことも今後もしてくださいということですね。 

三 谷 委 員： そのほうがいいと思いました。 

岡 村 委 員： ありがとうございます。 



柴 田 委 員： 数値で出る死亡者数が第一当事者、第二当事者どちらが多いとか傾向はあ

ったりしますか。 

事務局／松岡： 高齢者に限ってということですか。 

柴 田 委 員： 高齢者の、第一当事者は高くて第二当事者は低いというのは事故の割合で

すか。 

事務局／松岡： そうです。事故の割合になります。 

柴 田 委 員： 死亡まで至る重大な事故はどうですか。 

事務局／松岡： 芦屋では第一当事者のケースで令和元年に高齢者の死者が１名。第二当事

者では死者はおりません。負傷者は一定数おりますが、重傷者の内訳はオー

プンデータカタログでは確認できず、死者と負傷者という区分になります。

そのため、芦屋では高齢者の事故に関しては死者はおらず、負傷者が多いと

なります。 

三 谷 委 員： 今の死者数で見ることができない、これはまさにそのとおりで、ではどうす

るかというと、やはり重傷者数が重要になります。重傷事故、その区別ができ

るデータを入手しないと、ここから先の話、何もできない気がしました。それ

と同じことが年齢についても言えます。特に先ほどの子どもの年齢区分が取

れない、これはあり得ない話で、そこは警察と協力しながら芦屋市内で起きた

事故に関するそれぞれの当事者の年齢データ、詳しいデータを頂き、そして先

ほどの、それぞれの事故の重傷度合い、要するに死亡事故、重傷事故、軽傷事

故、この３種類については区別をできるようなデータをもらう。それだけでも

随分分析が違ってくると思います。 

事務局／松岡： 現在、この計画の検証に当たりデータの分析を行い、こういった問題が出

てきたという状況です。阪神各市のいくつかに確認を取ったところ、２市は

警察からデータを提供頂いていると回答がありました。しかし、個人情報の

問題や、警察の手間がかかるという問題があるため、現状を芦屋警察に相談

し、どの程度のデータであれば提供いただけるのか、また、頻度についても

これから協力依頼を行う予定です。 

鞍 田 委 員： 高齢者の死傷者数が 59人とありますが、これの発生場所は調べられてい

ますか。 

事務局／松岡： 発生場所は、オープンデータカタログのデータをＧＩＳという地理情報シ

ステムに入れ、芦屋市の地図の上にピンポイントで表示するということが可

能です。今回その資料は出しておりませんが、以前の交通安全対策委員会で

は、事故マップを作成し、お配りしました。高齢者の事故は令和何年にどこ

そこで発生しており、第一当事者が車だったり自転車だったりという種別で

分けたマップをお配りしたことがあります。 

鞍 田 委 員： 場所の問題で、例えば幹線道路が多いのか、路地が多いのか。芦屋市も山

手側は、結構細い道路があります。例えば県道奥山精道線でも、歩道がない

ような状態のところもあって、そういう歩道の細いところで事故になる。そ

れとも通行量からしたら幹線道路の事故が多いのか、その比率が分かれば、

何か対策が取れるのかなと思います。 



事務局／松岡： データを準備しますので、しばらくお待ちください。 

岡 村 委 員： おそらくスーパーとかから出て、信号機のある横断歩道まで行かないで急

に道路を渡って、そこで車と接触する。どうしても歩くのが遅いので、結構

そういうのが多い。信号機のないところでの事故が多い。 

三 谷 委 員： そんなことを知るためにも事故マップというのはかなり重要だと思いま

す。ご希望があるならやはり積極的にこういう会議とかでも、作って出され

たらいいと思います。 

足立委員長： こういうところで事故が起こっているとか、乱横断、やはりここを渡って

いるとか、そういう傾向があるならお見せして、こういうところ注意したほ

うがいいですということですよね。 

三 谷 委 員： それは１つの分析の、要素の１つですね。 

吉泉副委員長： 例えば、本日配付いただいている資料の中で、自転車の啓発。これは兵庫

国道事務所と警察と芦屋市が一緒に取り組んでいる内容です。この内容とし

ては、先ほども説明にあった芦屋市の道路と国道２号を結ぶ矢羽根を令和４

年２月に整備しました。しかし、矢羽根自体の認知度が低く、改めて啓発す

るため、今年度この取組をしております。その中で、なぜチラシが２種類あ

るかというと、青色が自転車利用者に向けた内容、赤色が車の利用者に向け

た内容になります。自転車というのは歩道の中は強者ですが、車道では逆に

車のほうが強くなり、弱者になってしまうため、車の利用者への啓発や理解

をいただくということも必要だということで、赤色のチラシも作成しまし

た。法律上では、自転車は基本は車道を走行してくださいということです

が、やはり意見としては国道を自転車で走るのは怖いということもアンケー

トの結果からも出ています。そこで、車の利用者も自転車が近くにいたら、

意識して通っていただきたいということも含めて、このチラシを作っていま

す。令和５年９月から、学校園などで配り、車の利用者の方には教習所、免

許の試験場でも配ってもらっています。ドライバーの方々にも周知している

ような状況です。その他の周知として、先ほども事務局から説明があった、

市長も含めて動画を撮影し、広く周知する取組も進めています。 

赤色のチラシの裏面をご覧ください。交差点では、教習所でも習ったと思

いますが、左折巻き込みを防止するために左側に寄りましょうという考え方

で通行します。それはそのとおりですので、この青矢羽根は車が踏んでは駄

目というわけではありません。青矢羽根は自転車のためだけのものではない

と、自転車の方と車の方、両方にお伝えすることもチラシの中に書かれてお

ります。あとは、赤色のチラシの３番、自動車が自転車を追い越すときは、

やはり自転車から見ると怖いので、そこは速度を落とし、十分な間隔を空け

て通ってくださいとか、そういったような注意事項です。国の方々と話しを

するときに、どこまで盛り込むか話し合い、たくさん盛り込んでも意図が伝

わらないところがあるので、必要最低限の内容にはしています。それでも分

かりにくいところもあるかも分からないですが、継続的に、いろんな関係団

体の方々にも、まずは知っていただきたいと、今日はこの資料をご用意させ

ていただきました。また、それぞれの所管や団体にも持ち帰っていただい

て、いろんなネットワークを通じて、こういったことをやっているというこ

とも、まずは周知していただきたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 



事務局／松岡： 鞍田委員からの質問に対する資料の準備ができました。こちらが高齢者の

方の 2019 年（令和元年）から 2023 年（令和５年）までの事故を地図上に落

としたものになります。第一当事者、第二当事者を含めた、ここで高齢者が

事故を起こしている、事故に遭っているというような地図になります。先程

の鞍田委員がおっしゃった幹線道路という意味では、確かに幹線道路も一定

数の事故が起こっていますが、大きく目立つのはやはり交差点、大きな道路

と大きな道路の交差点で事故が起こっています。あとは山のほうも１番は幹

線道路の交差点。あとは少し細かいところで幾つか事故が起こっています。 

今回マップをご用意しなかった理由は、ここまで詳細にお話をするより、

今回の会議で出た課題についてマップを作り、次回に検証できたらと考えて

いたためです。事務局としては、先ほど三谷委員がおっしゃった、これから

事故の詳細な検証が必要ということは把握しております。その中で、オープ

ンデータカタログを加工した結果がこちらになります。これを踏まえた上

で、これ以上の詳細なデータが必要というところまで把握しております。 

繰り返しにはなりますが、芦屋警察に協力を依頼して詳細なデータで検証

すること。あとは危険箇所を具体的に見える化することは大切だと思います

ので、事故マップの活用も今後検討してまいります。 

三 谷 委 員： 分析に必要なデータについては随分前のこの委員会の中でも指摘したと思

いますが、１つは、今、追加で欲しいというデータとしてあげられた年齢区

分の詳細なもの。あと事故内容です、死亡・重傷・軽傷。それと、あともう

２つあり、１つは当事者の居住地、もっと広く言えば市内なのか市外なの

か。冒頭資料１のところで説明のあった死亡事故件数が１件、２件と、４年

と６年にそれぞれ起こっている。それぞれが話を聞いた限りでは市内の人で

はないのではないかと思った。第二当事者は市内の方も可能性は十分ありま

すが、第一当事者側は違うかもしれない。そうなると、市内で起こった事故

ではあるが、安全対策をする対象を市内の人限定にしてやっていては駄目で

す。それぞれの事故がどういう当事者が起こしているというのを第一当事

者、第二当事者それぞれで詳細に見ていかないといけない。そのためにはそ

れぞれの当事者の居住地の情報もあったほうがいい。年齢と事故内容と市内

外ですね、この３つは最低必要になってきます。 

あと１つは事故類型、もう少し細かいデータが欲しいです。今、オープン

データカタログの中で公開されているものは割とラフな車両相互みたいな区

分しかないが、車両相互の中にも 20個ぐらい細かい分類がある。そういっ

た細かいその事故の内容が分かる類型の情報も欲しい。この４つぐらいの項

目があると、およそ芦屋市内で起こった全ての事故の傾向というのが分か

る。鞍田委員がおっしゃったように、事故マップさえあればいろんな啓発が

できる。そのためにも、やはり今の４つの情報というのは追加で頂けたらい

いと思います。 

石 濱 委 員： 三谷委員におっしゃっていただいた必要なデータの居住地、市内・市外み

たいな、そういうところも少し関連する、情報提供的な要素もありますが、

県道奥山精道線の坂道が急なところで令和５年にフェード現象が原因と思わ

れる事故が複数あり、そこで今の居住地の話も出てきて、住まわれている

方、普段から行き来する方というのは、既にどういうところかある程度分か

っています。そのため、事故を起こされた方の分析を警察に協力いただくと

一見さんとか、あまり通り慣れてない方、そういうのも１つ要素としてあり

ました。ではどうしていくかというと、啓発を初めて通る人や、当然お住ま

いの方、地域の方にもフェード現象ってこういうものだと、ブレーキ踏んだ

らいいというものではない。エンジンブレーキの使い方を、住んでない人に

も分かってもらうことが対策の一つのテーマとなりました。 



地域や関係団体の方々と話合う協議会を設けて対策をしましたが、警察の

窓口や、市の工事の届けの部署を通じて啓発していく形をつくっています。 

三 谷 委 員： それ今現在されているわけですよね。 

石 濱 委 員： はい、そうですね。 

三 谷 委 員： この５年のときのデータについて、私もちらっと聞きましたので、覚えて

います。ただ、そのときはまだ、どういう対策がというところまではできて

なかったのですね。 

石 濱 委 員： そうですね。 

三 谷 委 員： その結果、今、お話しいただいたように、それぞれの情報をキャッチでき

るところで情報提供していこうというところをしてもらえている

と。 

 それ以降は、そこの関連の事故というのは減ったのですか。 

石 濱 委 員： はい。頻発するものではないので。それ以降フェード現象が原因と思われ

る事故は起きていませんが、そこに警察・行政だけではなく地域の方、自治

会にも工事の届出が出て来るから、施工業者に自治会の方が注意を促す。そ

ういう仕組みができているのが１つのポイント。それがどういった効果で現

れてくるかというのは、あってはいけないことですが、そういう発生の状況

は見守っていくことになると思います。 

関連ですが、資料３の 48番、データの分析の項目があります。データ等

を活用した分析の具体化というところで、実際ＥＴＣ2.0 は使わなかったの

ですが、この効果の検証を行いました。 

兵庫県の取組になりますが、県道の事故があってから、路面標示や看板を

つけるなど、いろいろな対策を実施しました。それらがどのような効果があ

ったのか、事故が起こる起こらない以外で検証するということは難しかった

のですが、コネクテッドカーという、ビックデータを活用して現在と、対策

をするよりも前のデータを計測、分析した結果、速度が全体で下がりまし

た。また、速度が下がるだけではなく、今回の事故のポイントは、ブレーキ

踏まずにエンジンブレーキ使ってくださいという趣旨がどこまで伝わったの

か。計測でエンジンの回転数を見て、減速のかけ方、急ブレーキの数、ブレ

ーキを踏む量、そういうものを分析して、一定啓発の効果が出ているとなり

ました。取組の効果が見えたのはビッグデータを活用してよかった点です。 

三 谷 委 員： 今の点で言うと、何も対策の効果を測る方法が事故件数だけではないです

ね。事故というのは何らかの悪い挙動が起こったときに偶然が重なって起こ

ります。その悪い挙動というのを捉えてあげれば、その増減を効果として見

られる。石濱委員の発言にあったような、平均速度が下がれば、狙いどおり

の効果出ていると捉えられる。そうすると事故の有無や件数のデータを使わ

なくても効果ありと判断ができるはずです。 

定量的な評価の仕方として、そのような挙動から導き出す評価もあるとい

うことを、今、暗に示されているので、それは今後、評価をする方法の１つ

として検討されてはどうかと思いました。 

石 濱 委 員： その効果を拾うためにデータを活用しましたが、やはり簡単ではなく、そ

れなりに費用がかかってしまうのがネックと感じています。もう少しＥＴＣ

2.0 でできる項目が増えて使いやすくなれば、そういう費用をかけずに分析



ができれば、もっと見える化が進んでいいなというのは、これはまだ先の大

きい部分になるので、また三谷委員に、そういう大きいステージで言ってい

ただくことになるのかと思います。その辺の活用が、まだ簡単に出来ないこ

とが難しいと、現場で感じています。 

三 谷 委 員： そういう意味で言うと、今、ここに挙げられたＥＴＣ2.0 の活用ですが、

まさに活用されていると思います。これは効果ありと書いてもいいのではな

いですか。ただ全てというわけではなく、その特定の路線に対する効果検証

にＥＴＣ2.0 使いました。それによって現場でキャッチして啓発することの

効果が見えましたという、効果があったと評価ができると思います。 

足立委員長： 今後そういったことも工夫しながら取り組んでいけたらいいということで

すね。 

三 谷 委 員： 特にＥＴＣ2.0 は、いろいろな挙動把握にも使える可能性があるので、そ

の可能性のところをうまくつかみながら、使えるところには使っていく。チ

ラシの下に書いてある安全推進連絡会議、私この会議のアドバイザーです

が、今、別の地域で、市街地の交通挙動の変化をこのＥＴＣ2.0 で取ろうと

いう取組をもう既に何箇所かでやりました。この幹線道路だけではなく、指

摘のあった細街路の路地のところで挙動がどうなっているのか。対策したら

どうなるのかというものも、このＥＴＣ2.0 を活用すれば捉えられる可能性

があるので、48番のＥＴＣ2.0 の活用というのは、全ての対策の効果評価に

使える可能性があるので、そういった目で見ていただけたらと思います。 

この項目をこの施策の中に入れたときに、そのことを一応お伝えしまし

た。時間がたっているので、改めて今お伝えしています。ＥＴＣ2.0の活用

というのは、ほかの効果評価にも使える可能性があるということを認識して

おいていただきたい。 

ＥＴＣ2.0 の活用、こういった取組を国としてはやろうとしている。ただ

おっしゃっていたように、なかなか使いづらいという側面もあります。費用

も発生する。もう少し使いやすいデータに改良されつつあるみたいなので、

その辺りのことを待てば、現場サイドでも使えるような、特にこの芦屋市で

使われているＧＩＳにそのまま乗っかるようなデータになる可能性はまだ残

っている。ただし、そのためには事例を集めてこないといけない。そういっ

た意味では私からもサポートしますので、安全推進連絡会議に言ってくださ

い。 

足立委員長： 力強い発言ありがとうございます。ほかに何か聞きたいことありますでし

ょうか。 

吉泉副委員長： 話題提供も含めてとなりますが、資料３の№35番をご覧ください。 

自転車免許教室を毎年実施しております。これは子どもたちに対して自転

車運転免許証を発行することで自転車利用の意識を高めてもらうという取組

で、令和５年度までは小学３年生以上を対象に実施をしております。今回の

取組は令和３年度から５年度までの取組ということで、書いていないのです

が、令和６年度は年齢を引き下げて小学１年生以上を対象に実施しました。

その関係もあり、予約の枠がいっぱいで、予約待ちの状態になりました。そ

のため、今年度の取組についてはこれまでの課題を生かした取組ができたと

思っています。 

今年度も鞍田委員に老人クラブ連合会からご協力いただきました。実際に

その時に感じたのは、小学３年生以上のときは１人で交通安全教室に来る子

どもが多かったです。対象年齢を引き下げたことで、１年生・２年生の子ど



もたちを１人で会場に送り出すのは心配な親御さんも多かったのか、今回は

教室の中も保護者の方がいらっしゃって、授業参観みたいな形でした。子ど

もたちだけではなく、子どもに分かりやすい説明を親にもしているので、す

ごく親の方の理解につながったのかなと。そういう意味では、もともとそこ

まで想定してなかったですが、副次的な効果で、より親に対する自転車利用

というところにもつながったのではないかと、今日この場で共有させていた

だきたいと思いました。 

岡 村 委 員： 今年は参加してないのですけど、警察の方とよく話しをします。実際には

自転車に乗れない子どもがこの教室に来て、結局乗れない。だからやはり乗

れる子どもを対象にしないと、もうがたがたになる。去年から指導員を経験

している兵庫県交通安全協会の方に来ていただいているのですけど、やはり

コースのことですね。去年からコースを引かせてもらったので。 

足立委員長： コースを改めたんですね。 

事務局／山本： そうです。 

岡 村 委 員： 交通安全協会の自転車教室を実施している人に教室の職員として来てもら

った。それで直線にしてからかなり見直されたと思います。ただ、そのとき

もやはり乗れない子どもが来るのはちょっとどうかと疑問があります。実

際、ルールどころではない状態になるという点は改善されたほうがいいのか

なと思います。 

親御さんが来られるのは絶対いいと思います。苦情があるのは子どもだけ

ではなく、親に対しても教育してほしいという苦情がたくさん来ます。開森

橋付近では、左右の確認をせずに飛び出していく。お迎えのときにお母さん

がルール守らないで自転車の前と後ろに子どもを乗せている事例もあるの

で、親御さんが来るというのは効果的だと思います。 

事務局／山本： 対象としては今年度からは小学生以上の自転車に乗れる方というのを前提

で募集をしましたが、普段砂地を走るということがまずないので、どうして

もふらふらしてしまう子はいました。また、今年度は、教室に行く前に怪我

してしまい、自転車に乗れない子がやはり大事なことだから受けたいという

ことで、お話聞きに来てもらい歩いてコース体験してもらいました。できる

限り対応はさせていただいたと考えています。 

やはり普段と違う状況でコースを走るというのに関しては、なかなか難し

い部分もあるのかなとは思いつつ、その辺りは保護者も含めて大人でフォロ

ーしていけたら、そこまで問題はないと思っています。 

岡 村 委 員： 交通安全協会の職員は自転車の指導員の資格を持っています。ですので、

指導する方々にも知識がある方が指導しないと、少し危険かと思います。 

事務局／山本： 免許教室だけではなく、普段の小学校の交通安全教室に関しても時代とと

もに変えていかないといけない部分はどんどん更新していきながら、教育委

員会の先生や、警察、交通安全協会の知識のある方にもお話聞きながら、一

番いいものをと日々取り組んでいるので、また、いろいろと教えていただけ

ると助かります。 

岡 村 委 員： 芦屋市は１学年だけで自転車教室をしていますが、他市では複数の学年で

自転車教室、１年から３年までが歩行者教育としています。そのような考え

もしたほうがいいと思います。そうすれば自転車に乗れる子も多くなると思



います。 

吉泉副委員長： 資料３の 33番に学校での自転車教室がありますが、実技で体験をしても

らうというのが一番効果的であるのは、先生の方々も理解はしていただいて

いると思います。通常の授業との兼ね合いについては我々も課題として考え

ていますので、個々に先生たちと相談しながら実施します。 

事務局／山本： 基本的に小学４年生を対象にしていたのですが、ここ数年は３、４年生を

対象に実施しています。保護者のニーズもあるので、３、４年生ぐらいの自

転車乗りながら周りも見られる年齢を対象にということでお願いしていま

す。 

吉泉副委員長： 学校のカリキュラムに合わせながら、また相談していくということです

ね。 

足立委員長： ほか、時間もありますが、聞きたい方はありますでしょうか。 

三 谷 委 員： 子どもの自転車って話になりましたけど、自転車事故の内訳って分かりま

すか。年齢が 25 歳未満と 25歳以上の、その比率がどうだとか、もし分かれ

ば簡単に。 

事務局／松岡： 今、一覧表として、自転車事故かつ若年者、自転車事故かつそれ以外とい

うデータはご用意してないです。 

三 谷 委 員： 今ちょうど、お母さん方のそういった乗り方に少し問題があるという話は

されていたので、それを事故で裏づける何かがあると、それをもって、どう

ですかということは言える、と同時に、こういったものも併せてチラシを配

布していく。その中で、幼稚園などの送り迎えの自転車利用が多い地域に対

しては、幼稚園などにもチラシなどを積極的に配布するのもやはりありだと

思います。そこは配布されたのですね。 

吉泉副委員長： はい、今回配布させていただきました。 

三 谷 委 員： それと、これだけではなくて今の２人乗り、３人乗りの、その自転車の安

全な乗り方の周知みたいなものを啓発と併せて実施する。これだけだとなか

なか受け取られないかもしれない。自転車の総合的な安全な乗り方集みたい

なものを併せて、そういった場面で配布するのもありかと思います。いずれ

にしても、データを今のような点でも少し分析されると、傾向が分かるかと

思います。 

事務局／松岡： 今後の参考にさせていただきます。 

足立委員長： ほか、ありますか。本日たくさんご意見いただいて、いろいろと深まった

部分、それから次回につながるようなところも大分深まった。次回の交通安

全対策委員会で話そうかと考えていたような資料にまで議論が行ったという

ことは非常に有意義だったと思っております。次第に戻りまして、その他と

いたしまして、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局／松岡： 今後の予定についての説明（省略） 

足立委員長： 全体を通してご意見があれば、よろしくお願いいたします。 



鞍 田 委 員： 高齢者の事故が多いということで議事にあったのですが、芦屋市独自で、

例えば今回配られた青矢羽根のチラシ、こういった注意のチラシを作成され

たことはありますか。私たち老人クラブ連合会でも、例えば行政に資料があ

ればできるだけもらって配るとかはしたいなと思う。 

１つ例を挙げると、この青矢羽根のチラシは、逆に高齢者の場合は、もう

道路よりは歩道が安全だということで、自転車の方もほとんどが歩道を通行

されると思う。そういう方が多いのかと思って、このチラシはもう関係ない

なというふうに理解されてしまうかもしれません。車の方は当然、自転車も

車道を走るという認識は必要ですが。特に芦屋市に絞った形の啓発用のチラ

シがあれば、ぜひお知らせしていただきたいなと思っております。作られた

場合はよろしくお願いします。 

足立委員長： そういった形で協力していただけるなら、ご協力よろしくお願いします。 

鞍 田 委 員： 今、教えていただいた、幹線道路の交差点、これは注意喚起する大きな１

つのポイントかと思います。 

足立委員長： ありがとうございます。それではよろしいですか。ご意見ももう出尽くし

たようですので、今回、第１回の芦屋市交通安全対策委員会はこれで終了さ

せていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

以 上 


